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第 １ 章  総    説 

 

１．目  的 

 この基準は，水道法，宇都宮市水道事業給水条例，同施行規程に基づいて施行する給水装置工事

について，設計から施行までの必要事項を定め，その適正かつ合理的な実施を図ることを目的とす

る。 

 

２．用語の定義 

 給水装置とは，水道法第３条第９項で，次のように定義している。「給水装置」とは，需要者に水

を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する

給水用具をいう。 

 この指針における用語の定義は，次のとおりとする。 

１.「管理者」とは，上下水道事業管理者をいう。 

２.「工事事業者」とは，宇都宮市指定給水装置工事事業者をいう。 

３.「主任技術者」とは，給水装置工事主任技術者をいう。 

４.「道路」とは，公道及び私道をいう。 

５.「条例」とは，宇都宮市水道事業給水条例をいう。 

６.「施行規程」とは，宇都宮市水道事業給水条例施行規程をいう。 

７.「ＪＩＳ」とは，日本工業規格をいう。 

 

３．給水装置の種別 

 給水装置は，次の２種とする。（条例第４条） 

３．１ 専用給水装置 

 １個の給水装置で１世帯又は２世帯以上に給水するもの。（条例に準ずる） 

３．２ 私設消火栓 

 消防用に使用するもので管理者が封かんしたもの。 

 

４．給水装置工事の種類 

４．１ 新設工事 

 水道のない家屋等に，新たに給水装置を設ける工事。 

４．２ 口径変更工事 

 メーター口径を変更する工事。  

４．３ 改造工事 

 給水管を延長し，水栓の数を増す工事または，給水装置の原形を変える工事。  

４．４ 撤去工事 

 不要になった給水装置を分岐点から取り外す工事。 

４．５ 修繕工事 

 給水装置の破損箇所を原形に修復する工事。 
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５．給水方式 

 給水方式は，大別して直結直圧式，直結増圧式給水，高置水槽直結増圧式給水，直結直圧・直結

増圧併用式給水，受水槽式，直結直圧・受水槽併用式がある。 

５．１ 直結直圧式 

 直結直圧式とは，階数が２階までの建築物で配水管の水圧水量等の給水能力に支障がなく，正

常に給水できる場所及び３階建て建築物直結給水施行基準に準じた建築物の給水方式をいう。 

５．２ 直結増圧式 

 直結増圧式給水とは，建物に引き込む途中の給水管に増圧施設（ポンプ）を取り付けて，直接

蛇口まで給水する方式をいう。 

５．３ 直結直圧式・受水槽併用式 

 直結直圧式・受水槽併用式とは，１つの建物内で直結直圧給水及び受水槽式の両方の給水方式

を併用するものをいう。 

５．４ 高置水槽直結増圧式 

 高置水槽直結増圧式給水とは，受水槽を設けず直接高置水槽に直結増圧給水する方式である。 

 この方法は原則として，既設受水槽式からの切り替えに適用するが，次の事項に注意が必要で

ある。 

１．受水槽（変更・廃止）届を提出する。 

２．高置水槽の管理は受水槽と同様とする。 

３．その他，第９の１章に準じるものとする。 

５．５ 受水槽式 

 受水槽式給水とは，受水槽を設け，水を一旦これにためてから給水する方式である。  

 この方法は，原則として，３階建て以上の建造物に適用するが，次の事項に該当する場合にも

適用する。 

１．配水管の水圧及び水量が不十分で，使用上支障がある箇所。 

２．一時に多量の水を使用する箇所。（概ね40ｔ程度） 

３．常時一定の水圧を必要とする箇所。 

４．配水管の故障，又は工事等による断減水時においても，ある程度の給水を持続する必要があ

る箇所。 

５．汚染のおそれのある施設もしくは器具へ接続する場合。 

６．その他，直結直圧式に適合しないとき。 

５．６ 直結直圧・直結増圧併用式 

 直結直圧・直結増圧併用式給水とは，１つの建物内で直結給水及び直結増圧式給水の両方の給

水方式を併用するものをいう。 

 


